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第六ブロック会予算要望書

　日ごろより、学童クラブ事業および新 BOP 事業に御尽力をいただき誠に有難う御座いま

す。私たちは世田谷区学童保育クラブ父母会連絡会（第六ブロック）に所属する７つの小

学校の父母会で構成する会です。環八外側の類似した環境にある近隣の学童クラブで、学

童クラブおよび新 BOP の機能と質の向上・充実のために活動しております。第六ブロック

会では、毎月ブロック会を開催し、児童の日常生活の様子や、各父母会が主催するイベン

ト運営などの情報を共有、意見交換して、子ども達の生活の場である学童クラブがより良

いものとなるよう協力しております。

さて、平成２７年度の予算編成に向けて、第六ブロックで共通する項目について、以下

に要望をさせていただきますので、ご検討をお願いいたします。なお、各父母会固有の要

望は別途各校から提出いたします。本年 11 月 28 日までにご回答をいただけますよう、よ

ろしくお願いいたします。



要望１　学童クラブとの連絡手段を整備して下さい。

現在、学童クラブと保護者の連絡手段は、電話（および留守番電話）、FAX、連

絡帳の３つに限られています。日常の連絡手段（休み、帰宅時間、お迎えの有無

など）としてはこの３つでやり取りをしていますが、災害時などの連絡手段とし

ては電話および FAX は一回線であるため適さないと思われます。現在は小学校に

おいても E メールが活用されるようになってきました。学童クラブにおいても  、

E      メールでの連絡が可能になると災害時のみではなく、ゲリラ豪雨などの一時的

な緊急事態における一斉連絡が可能となり、職員の皆様にとっては負担軽減、保

護者にとっては安心につながると思われます。学童にインターネット回線が引か

れてないのであれば、各学童クラブに携帯電話を１つ設置するなどの対応も可能

ではないでしょうか。是非ご検討お願いします。

要望２　常勤職員の配置基準を、現行の「９５人で加配」から引き下げて下さい。

常勤職員の皆様の日々のご尽力には誠に感謝いたしております。近年の学童利用

率の上昇に伴い、規模の拡大のみならずニーズが多様化している結果、常勤職員

の皆様にとっての負荷が極端に高くなっているようです。残念ながら、必要な連

絡が届かないなどの問題事象も発生しています。常勤職員の方々は日々努力くだ

さっていますが、子どもの人数に対して現行の常勤職員の数では既に限界を超え

ていると思われます。子ども達が、安心して過ごせる環境を職員の皆様に提供し

ていただけるよう、常勤職員を増員して下さい。

要望３　「安全対策マニュアル」の内容の点検・見直し・改善をし、安全対策を強化して

ください。

東日本大震災後には子ども達の安全を最優先に、安全対策マニュアルを早期に見

直していただき、ありがとうございました。

安全対策マニュアルには、そこに示された基本的な方針に沿って、それぞれの新

BOP      が具体的な運用マニュアルを作成するように記されています。しかし、現在

は各新 BOP の運用マニュアルは開示されておらず、利用者はその整備状況を知り

得ません。早急に整備状況・運用内容を開示し、できれば保護者の声も反映した

改善を希望します。災害はいつ起きるか分からない状況であるため、できるだけ

早い教化をお願いいたします。

要望４　BOP参加児童の弁当持参の試行期間を継続してください。また、その利用者の条

件を見直してください。

４年生以降の BOP参加児童について、部分的に弁当持参が認められるようになり、

多くの保護者から「非常に助かっている」という声が上がっています。現在、試

行期間にありますが、是非とも引き続き弁当持参できるようお願いします。また、

現在のところ、対象となる生徒は、３年生の３月まで学童クラブに在籍した者に

限定されており、保護者の就労状況の変化や一時的な家庭の事情により、弁当持

参が許可されない場合が出ています。実際の必要性に  応じて  許可されるように、



条件や手続きを見直して下さい。

要望５　利用料の収支を開示してください。

平成２５年度より、学童利用料が５０００円に引き上げられました。学童、新

BOP には多くの子どもたちが通っており、人的資源や設備・おやつ代などさまざ

まな支出があることは理解できます。しかし、利用者としても、利用料を払って

いる以上、その収支（あるいは、支出）がどのようになっているのかについて知

る必要があると思われます。現在の金額が適正なのか、場合によっては、引き下

げ、あるいは、引き上げた方がいいのかについて考える機会は必要と考えます。

利用料の収支の開示をしてください。

おわりに

第六ブロックについては、居住世帯および共働き世帯の増加により、保育サービスの需

要は今後も増え続けていくと思われます。その際、学童クラブや新 BOPの存在は保護者の

大きな安心につながっていることは間違いありません。しかし、一方で、子ども達が健や

かに成長していく場として相応しいのかどうかについては、残念ながら多少なりとも不安

を抱えている保護者が多いことが判明しています。それは、前述のように、子どもたちの

数に対する常勤職員やスタッフの絶対的な数の少なさからくる「目が行き届いていないの

ではないか」あるいは「安全対策は万全か」といった現状に関する懸念のほかに、４年生

以降は自宅でひとり留守番をさせる以外ないのかなど、将来に関する心配もあります。

学童の常勤職員やスタッフの皆様には日々大変努力していただき、心から感謝しており

ます。だからこそ、常勤職員やスタッフでは改善し得ない点について、行政として是非検

討・改善ください。

　最後になりますが、第六ブロックの立場で様々な要望をさせていただきました。常日頃

より学童クラブ事業にご尽力いただいておりますことに感謝しつつ、学童クラブに児童を

預ける保護者の視点から「よりよい学童クラブ」になってほしいという切なる思いをこめ

た要望であることを何卒ご理解いただき、ご検討並びに前向きなご回答をいただけますよ

う宜しくお願い申し上げます。
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